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 はじめに

（リモートワーク・本社機能の地方移転を推進する背景）

 我が国では、世界に類をみない急速なペースで人口減
少・少子高齢化が進行しており、生産年齢人口の減少
が、我が国の経済成長の制約になることが懸念されてい
ます。また、日本全体の人口が減少する中で、企業の本
社立地は東京に一極集中する傾向が顕著であり、魅力
的な仕事の東京への集中等により、地方から東京圏へ
の若者、特に女性の流出は継続しています。その結果、
地方では暮らしに不可欠な生活サービスの担い手不足
や地域産業の弱体化等が大きな課題となっています。

 さらに、新型コロナウイルス感染症（以下「感染症」とい
う。）が拡大したことに伴い、観光業などの地方経済を
支える産業への打撃や、地域コミュニティの弱体化等、
地方の経済・社会は大きな影響を受けています。他方、
感染症を契機にデジタル・オンラインの活用が進み、テレ
ワークやワーケーションが推進されたことで、場所に縛られ
ない暮らし方、働き方が可能となりました。

 地方の活力を維持するために、若者世代、特に女性が
働きたいと思えるような仕事の創出が急務となる中、地
域産業の生産性向上や働き方改革が必要であり、その
ためにはデジタル技術の活用が必須と言えます。

 加えて、東京を始めとする大都市圏に集中する企業が
地方に立地することで、地方における仕事の選択肢を広
げることも重要です。こうした観点からは、本社機能の一
部のみの移転についても、地方にとっては意味があるもの
と考えられます。一部機能のみの移転の場合には、移転
しない部署と移転を行う部署とのコミュニケーションが重要
になりますが、リモートワークの普及によりこうした選択も可
能になりました。

 テレワークをはじめとするリモートワークの活用や、柔軟な
働き方の導入は、時間に制約のある働き手の働く場の
拡大にも寄与します。

 地方における魅力的な仕事の創出と合せて、地方創生
テレワークや副業・兼業による転職なき移住など、場所に
縛られない暮らし方、働き方による地方への人の流れの
創出・拡大を図るとともに、働きやすい環境を整えること
も地方の担い手の確保の重要な手段となります。

 首都直下地震や南海トラフ地震といった巨大災害のリス
クが高まる中、地方へ本社機能の分散を図ることは、非
常時の事業継続性を高めることにつながることから、企業
にとってもメリットがあると考えられます。

 テレワークの普及を始め、デジタルの力で物理的距離が
マイナス要素ではなくなりつつある中、地域でのデジタル
実装が進み、東京・首都圏と地方との間でウィンウィンと
なる関係性が構築されることで、多様な地域、企業、人
材等がネットワーク内でつながり、付加価値を生み出す
多極型の経済社会が作られていきます。このように、デジ
タルの力を活用して、東京圏への過度の一極集中の是
正や多極化を図っていくことが、地方から全国へのボトム
アップの成長につながっていきます。また、都会に住む人に
とっても、地方創生テレワークやワーケーション等の取組を
通じて、都市を拠点としながらも、ゆとりある生活や豊か
な自然環境の下、地方の暮らしを体験できるようになる
など、デジタルの力を活用して地方創生を進めることは、
極めて有意義なものです。都会に住む者がこうしたメリッ
トを実感することができれば、地方への人の流れが創出さ
れるなど、地方における社会課題の解決にもつながってい
きます。

 国土形成計画（2023年7月閣議決定）においては、
こうした背景からテレワークや企業の移転を推進することと
しています。本書では、国土形成計画に掲げるテレワーク
の導入及び企業の移転を進めるため、企業の経営者や
人事、総務部門の皆様向けに、概要をご理解いただくと
ともに、実施に向けた参考としていただけるよう、実施の
効果・メリット、導入企業の取組事例などの情報を整理
しました。

 是非、リモートワークの活用や本社機能の地方移転につ
いてご理解を深めていただき、実施に向けてご検討をいた
だければ幸いです。
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土の課題等への対応に係る検討調査」において本社機能の立
地現況やリモートワークの導入状況、検討状況等を把握するた
めに東京都、愛知県、大阪府、さいたま市、千葉市、横浜市、
川崎市、相模原市、京都市、神戸市に本社をおく上場企業に
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※本書では、当該調査における整理を踏まえ、以下の用語につ
いては下記の意味として記載しています。

• 東京地域・・・東京都・さいたま市・千葉市・横浜市・川崎
市・相模原市

• 愛知地域・・・愛知県
• 大阪地域・・・大阪府・京都市・神戸市

• 本社機能・・・企業本社における業務機能（全部又は一部）

• 移転 ・・・特記の無い限り、地方移転以外の移転を含む
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 １－１ リモートワークの導入状況

 全体的な動向

 感染症の影響により、社会経済活動は大きく変容
しました。緊急事態宣言による外出自粛要請は、
人々のライフスタイルだけでなくビジネスにもおよび、
経済全体が新しい働き方への大きな変革を迫られ
ています。各企業の皆様にはテレワークの強化が要
請され、在宅ワークや出社をせずオフィス以外の場
所で働くといった、柔軟な働き方のニーズへの対応
が求められました。

 こうした状況を踏まえて、テレワークは急速に普及
し、テレワークの普及率は、「世界最先端ＩＴ宣
言・官民データ活用推進基本計画」（平成29年
閣議決定）において、KPI の1つとして令和２年
度までに目指すこととしていたテレワーク普及に関す
る政府目標を上回ることとなりました。（企業のテレ
ワーク導入率：47.5%（政府目標値
34.5%）、雇用型テレワーカー※の割合：
24.5%（政府目標値 15.4%））。

※社内規定などでテレワーク等が規定されている、
または会社や上司などからテレワーク等を認められて
いる雇用型就業者のうち、テレワークを実施している
人。

 今回、企業に対してテレワークに関する調査を行っ
たところ、企業規模にかかわらず凡そ７割程度以上
の企業がテレワークを導入していることがわかりまし
た。背景には、感染症の影響があると考えられ、コロ
ナ禍をきっかけに導入が大幅に進んだと考えられま
す。

１．リモートワーク

 地域別の特徴

 調査の結果、東名阪いずれの地域でも概ね７割
以上の企業がテレワークを導入していることがわかり
ました。いずれの地域もコロナ禍の初期にテレワーク
を導入している割合が最も高いという結果となりまし
た。

 また、東京地域及び大阪地域の企業は、３割程
度がコロナ禍以前からテレワークを導入していること
がわかりました。

 産業別の特徴

 業種別にみると、「教育、学習支援業」、「情報通
信業」等は、コロナ禍以前にテレワークを導入してい
る割合が高く、「建設業」、「運輸業、郵便業」等
は、コロナ禍で導入した割合が高くなっています。一
方で、「宿泊業， 飲食サービス業」は、未導入率
が最も高く、一旦導入したもののやめてしまった割合
も一番高いことが分かるなど、産業ごとに違いが見ら
れました。

テレワークを認める社内制度を導入した時期（規模別）
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 １－２ リモートワークの導入による効果

 リモートワークの1つであるテレワークを導入することで、企
業、従業員に加えて社会にとってもメリットがあると考えら
れています。

 まず企業側のメリットとしては、ペーパーレスな環境の整
備等による業務の効率化や、通勤時間の減少等による
生産性の向上が挙げられます。また、フレキシブルな働き
方の実現によって、育児や介護などの理由で、通常のフ
ルタイムでの出勤に制約がある人材の雇用が可能になる
ほか、柔軟な働き方を認める会社に魅力を感じる優秀
な人材の確保にもつながります。さらに、交通費などの社
員の移動に関する費用や、オフィス賃料、設備費用と
いった固定費などのコスト削減が考えられます。

 次に、従業員側のメリットとしては、テレワークの活用によ
りオフィスに出勤する機会が減少することで、通勤時間を
減らすことが可能です。満員電車や通勤時間の長さは
多くの社会人のストレスの原因ですが、その減少が見込
めます。加えて、余暇時間の増加によりプライベートを有
効に使えることで、ワークライフバランスの充実に繋がり、
QOL（Quality of Life）の向上が見込めます。

 さらに、地域側にとっても、テレワークにより地域外企業に
勤める選択肢の増加や、テレワークをきっかけとして地域
内企業の魅力が高まることにより、これまで雇用先を求め
て域外に流出していた若い世代が地域に残る可能性が
増え、人口流出の低減につながります。また、テレワーク
の導入を契機に柔軟な働き方が可能となることで、働く
環境に制約のある従業員のさらなる活躍が期待でき、障
がい者雇用の促進、介護離職防止、女性活躍の推進
につながる可能性があります。

１．リモートワーク

テレワークを導入して感じたメリット
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18%
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わからない

その他
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2%

管理職のマネジメントスキルが向上した 1%

5%

※無回答除いて作成している。
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無回答

テレワーク導入前後の社員1人・月あたりの平均残業時間

テレワーク導入前後のオフィス関連コスト（賃料、電力）
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 今回の調査では、テレワークを導入した際のメリットとし
て、従業員のワークライフ・バランスの改善、業務の効率
化、時間制約のある社員の勤務が可能になる、といった
社員の働き方に関するメリットを挙げる企業が多いことが
わかりました。

 また、テレワークを導入する前と後で、社員の平均残業
時間の変化を調べたところ、２割弱程度の企業が残業
時間が減少しているという結果となりました。

 テレワークを導入する前と後で、オフィス関連コスト（賃
料、電力）の変化について調査したところ、101～300
人の規模の企業では、３割程度の企業が削減に繋がっ
ており、次いで301～1000人規模の企業で１割強程
度の企業がコストの削減につながっていることがわかりまし
た。

 このほか、コロナ禍を経て、勤務地を問わない企業を就
職先の選択肢に入れる学生や、地元での就職を希望す
る学生が増加傾向にあり、加えて「フルリモート」という働
き方に魅力を感じている求職者も増加傾向にあります。
企業においては、リモートワークを導入することで就職先と
しての魅力を高め、人材の確保につなげるという戦略も
考えられます。
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 １－３ リモートワークの導入による効果を最大化するた
めのポイント

 WLBの向上の効果を引き出すために

 リモートワークの導入を契機としたワークライフバラン
ス（WLB）の向上に向けては、リモートワークの導
入に合わせて、働き方や制度等も同時に見直すこ
とで、より効果的にWLBの向上につながる可能性
がある点に留意する必要があります。

 WLBが向上した事例では、リモートワークの条件を
拡充したり、サテライトオフィスを導入するほか、フレッ
クスタイムを拡張するなど働き方や制度をより柔軟に
変更したことにより、時短勤務者がフルタイムワーク
に戻れるようになるなど、育児や介護をしながらでも
長く働ける環境が整備されていました。また、これま
でパートナーの転勤に帯同することによって退職を余
儀なくされていた人が引き続き仕事を続けることがで
きるケースも出てきており、リモートワークの導入を
きっかけに社員の働き方全体を見直すことが重要と
なってくると考えられます。

 業務効率化・生産性向上の効果を引き出すために

 業務効率化・生産性の向上に関しては、リモート
ワークの導入により、出勤する機会が減少することで
対面でのコミュニケーションの機会が減少し、業務の
実施に当たって支障が出る場合も想定されます。

 生産性が向上した事例においては、定期的に直属
の上司とコミュニケーションを取るために、「１on１」
制度を導入し、週に１回30分程度会話をする取
組が行われていました。このように、意図的にコミュニ
ケーションの機会を設ける工夫が重要と考えられま
す。

 また、従業員の中には出社型の勤務を希望する人
や、チームで一体感をもって働くことを望む人もいる
ことから、企業側としては、リモートワークを導入しつ
つも、引き続き、出社勤務も可能とするような、いわ
ゆるハイブリットワークを認める形も効果的と考えら
れます。

 このほか、新人の配属のタイミングや部署異動の際
には、継続して同じ部署で働いている従業員と異な
り人間関係の構築ができていないことから、特にコ
ミュニケーションの工夫が重要となります。そのため、
入社後の集合研修やオリエンテーションを行う際に
数回はオフィスで実施し環境に慣れやすくすること
や、新しいメンバーが加入した際のアドバイスや業務
のコツをまとめ従業員間で共有すること、新人に対
応する側の従業員も出社をしてしばらく対面で仕事
をするといった工夫を行っている事例もみられます。

１．リモートワーク

テレワークを導入していない理由

 リモートワークの導入に向けた留意点

 今回の調査では、リモートワークを導入していない企
業では、テレワークを実施できる業務が限られている
こと、テレワークを行うことができない従業員との間で
の不公平感が懸念されること等が課題となっている
ことがわかりました。

 これらの課題に対しては、マネジメント業務として、テ
レワーク勤務者の就業時間や仕事の分量・進捗状
況を管理するための勤怠管理ツールの導入、業務
の進捗を共有するルール作り、評価基準の明確
化、業務の電子化によるリモートワークが可能な業
務の拡大、部下とのコミュニケーション機会の確保、
オフィス勤務者の気持ちをくみ取り負担を公平化す
ることなどが重要と考えられます。

テレワークを行う従業員の
評価が難しいから

テレワークで実施できる
業務が限られているから

情報通信機器、設備等の
導入費用がかかるから

書類や資料が電子化されていないから

テレワークを行う従業員の
健康管理が難しいから

情報セキュリティの確保が難しいから

テレワークを行う従業員の
育成が難しいから

22%

33%

19%

従業員の間で、コミュニケーションが
取りづらくなることが懸念されるから

テレワークを行う従業員の勤怠管理や
勤務状況の確認が難しいから

テレワークを行う従業員の
業務の進捗確認が難しいから

テレワークを行う従業員の労働災害の
認定基準が分かりづらいから

時間外・深夜・休日労働が増加し、
割増賃金の支払いが増えることが

懸念されるから

オフィスでの勤務と比べて、
生産性が低下することが懸念されるから

7%取引先の理解が得られないから

長時間労働になることが懸念されるから

従業員から要望がないから

テレワークの具体的な
実施方法が分からないから

テレワークによる
メリットが感じられないから

その他

特にない

78%

15%

4%

15%

33%

26%

22%

26%

7%

11%

26%

41%

11%

テレワークを行うことができない従業員との間で
不公平感が生じることが懸念されるから
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移転を検討している・するとした場合に移転先となりうる場所（東京地域）

２．本社機能移転

 ２－１ 移転の実施状況

 全体的な動向

 感染症拡大の影響により、本社機能が首都圏の
みに集中することの脆弱性が改めて認知されまし
た。足元では、リモートワークが定着するなか、本社
など主要拠点を都市部から地方に移転・分散する
動きが急速に進みました。サテライトオフィスやリモー
トワークを活用し、郊外部と都心部に企業機能を
分散させる事例も増加しており、今後は、地方に居
住し、関東近郊の企業で勤務する形態が増加する
可能性も高いとみられています。

 一方で、今回の調査では今後の移転（以下、「移
転」には地方移転以外の移転を含む）の意向につ
いて調査したところ、現時点で何らか移転を検討・
検討をし始めている企業は全体の１割以下程度に
とどまり、東京地域の企業が移転先として検討する
地域は都心に集中する結果となりました。

 地域別の特徴

 今回、本社事業所に所在する部門・部署につい
て、2018年4月以降の移転（一部機能の移転を
含む）の実績を調査したところ、東京地域の企業
では、ほぼすべての部門・部署において凡そ２割程
度が、移転を実施していることがわかりました。また、
大阪地域の企業や愛知地域の企業と比べると、東
京地域の企業は早い時期に移転を実施している結
果となりました。

2%

6%
76% 12%

1%

2%

移転を会議体等を設置するなどして、具体的に検討・協議している

特に検討していない

移転を2023年3月までに実施することが決まっている

移転の必要性について検討し始めている

移転を2024年3月までに実施することが決まっている

無回答

本社事業所に所在する部門・部署の移転の検討状況

6.8%

0.6%

4.0%

3.5%

3.7%

3.2%

3.5%

3.7%

3.3%

2.0%

0.6%

2.9%

2.9%

3.0%

3.2%

2.9%

2.5%

4.0%

3.0%

1.4%

2.5%

4.1%

94.3%

3.4%

3.5%

3.7%

3.9%

3.5%

3.1%

2.6%

3.0%

75.0%

75.4%

75.6%

74.4%

72.8%

75.6%

75.8%

74.9%

77.0%

71.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5.8%

経理

3.2%

3.0%企画

6.5%広報

6.1%

7.5%

5.0%

7.1%

7.3%

6.2%

5.7%

5.8%

2.9%

情報システム

2.9%

5.7%

3.1%

4.6%

総務

3.3%営業

6.0%

5.8%

人事

5.0%

5.8%

購買 4.0%

6.8% 2.7%研究・開発

7.5%

6.1%

2.9%

2.5%製造・建設等

5.6%

4.5%その他

6.8%

2018年4月～2019年3月までに実施

2022年4月～2022年9月までに実施

2019年4月～2020年3月までに実施

2021年4月～2022年3月までに実施

2020年4月～2021年3月までに実施

2018年4月以降に実施した実績はない

無回答

本社事業所に所在する部門・部署の移転の実施状況（東京地域）

埼玉県・千葉
県・神奈川県
（左記を除く）

東京23区 東京都
（23区を除く）

名古屋圏（愛
知県・岐阜県・
三重県）

さいたま市・千葉
市・横浜市・川崎
市・相模原市

大阪圏（京都
府・大阪府・兵庫
県・奈良県）

その他地方圏 海外関東近郊（茨城
県・栃木県・群馬
県・山梨県）

総務 人事

経理 情報システム

研究・開発

企画

製造・建設等

広報

営業

購買

その他
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11.1%

100.0%

13.3%

12.5%

2.9%

14.3%

9.1%

8.5%

100.0%

20.0%

100.0%

100.0%

16.7%

88.9%

1.7%

83.4%

87.5%

85.7%

90.9%

80.0%

83.3%

95.0%

6.4%

88.4%

10.6% 70.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

２．本社機能移転

 移転の検討状況については、「金融業・保険業」や「学
術研究，専門・ 技術サービス業」では全体の１割程度
がすでに移転を決定していると回答しており、他の産業と
比べて、移転が決まっている割合が高い結果となりまし
た。

 また、「学術研究、専門・ 技術サービス業」や「生活関
連サービス業、娯楽業」等で移転の検討を行っている企
業の割合が高いことがわかりました。

 移転の実績と検討状況を踏まえると、産業間で差がある
ことが分かり、 「金融業・保険業」や「生活関連サービス
業、娯楽業」など、これまでに移転を実施した企業の割
合が高い産業では、移転の検討状況も他産業と比べ進
んでいる傾向があるという結果となりました。

本社事業所に所在する部門・部署の移転の実施状況

 産業別の特徴

 産業別（総務部門）の移転実績をみると、「生活
関連サービス業、娯楽業」では全体の４割程度、
「金融業・保険業」及び「不動産業、物品賃貸業」
では全体の３割程度が直近５年以内に移転を実
施しており、他の産業と比べて移転を実施した企業
の割合が比較的高い結果となりました。

 移転の時期についてみると、「金融業・保険業」、
「生活関連サービス業、娯楽業」等はコロナ禍以前
に移転を行った割合が他業種と比べて高く、「医
療、福祉」、「宿泊業、飲食サービス業」、「学術研
究、専門・ 技術サービス業」等はコロナ禍に移転を
行った割合が他業種と比べ比較的高い※ことが分
かりました。

※回答企業数は業種によって異なる

本社事業所に所在する部門・部署の移転の検討状況

11.1%

1.7%

100.0%

100.0%

8.8%

28.6%

9.1%

25.0%

20.0%

100.0%

100.0%

100.0%

5.6%

3.3%

3.3%

14.7%

71.4%

9.1%

2.1%

75.0%

20.0%

83.3%

1.7%

3.3%

73.6%

9.1%

8.5%

60.0%

63.6%

8.5%

1.7%

73.4%

9.1%

68.1%

84.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6.7% 製造業

鉱業、採石業、
砂利採取業

（回答企業なし）

建設業

電気・ガス・
熱供給・水道業

10.0% 6.7% 3.3% 情報通信業

生活関連サービス業，
娯楽業

宿泊業，
飲食サービス業

運輸業，郵便業

2.9% 卸売業・小売業

金融業・保険業

不動産業，
物品賃貸業

医療，福祉

6.4% 6.4%
学術研究，

専門・ 技術サービス業

教育，
学習支援業

サービス業
（他に分類されないもの）

2019年4月～2020年3月までに実施

2018年4月～2019年3月までに実施

2021年4月～2022年3月までに実施

2020年4月～2021年3月までに実施

2022年4月～2022年9月までに実施

2018年4月以降に実施した実績はない

無回答

3.3%

3.3%

2.9%

2.9%

2.1%

2.9%

2.1%

移転を2023年3月までに実施することが決まっている

特に検討していない

移転を2024年3月までに実施することが決まっている

移転の必要性について検討し始めている

移転を会議体等を設置するなどして、具体的に検討・協議している

無回答
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２．本社機能移転

 ２－２ 移転による効果

 今回の調査によると、移転した際のメリットとして、就労環
境の改善、交通の利便性向上といったように社員の働き
方に関するメリットを挙げる企業が多いことがわかりまし
た。

 また、移転を行う前と後で人材獲得の増減の状況を比
較したところ、規模が301人以上の中規模程度以上の
企業では、人材獲得に繋がっている割合が高い結果とな
りました。

 移転の前後の1人・日あたりの通勤時間の増減の状況
については、いずれの規模でも短縮を実感している企業
が１割程度存在し、特に、301～1000人規模の中規
模の企業では、他の規模に比べて通勤時間の短縮につ
ながっている割合が高いことがわかりました。

 上記の調査結果は近隣への移転も含む結果ですが、企
業の本社機能の地方への移転は、企業、従業員に加え
て社会にとってもメリットがあると考えられます。

 まず企業側のメリットとしては、都市圏よりも家賃などが低
い地方にオフィスを構えることで、オフィス賃料、設備費用
のほか、交通費などの人材の移動に関する費用などのコ
スト削減につながる可能性があります。また、地方への移
転に当たっては、様々な税制によりオフィスなどに関する
減税を受けることができます。また、地方の自然豊かな環
境で働くことにより業務の効率化、生産性向上につなが
ると考えられます。また、大都市圏における大規模な自
然災害や感染症の流行は事業継続の妨げとなり、程度
によっては経営悪化に繋がる可能性があります。BCP対
策として地方に新たにオフィスを構え万が一の災害等に
備える動きは、感染症の影響によって加速しています。

移転を行った後に感じたメリット

0 10 20 30 40 50 60

オフィス面積の拡大

人件費の削減

自然災害リスクの低減・分散

居住環境の改善

32%交通の利便性向上（空港、新幹線、高速道路等）

31%業務効率化（移動・輸送の低減）

24%賃料削減

15%

44%

20%

58%

3%

通勤環境の改善

安定した採用人数確保

優秀な人材獲得

17%クリエイティブな発想が必要な業務への効果

就労環境の改善

17%

19%

他企業・機関との連携 10%

9%

10%
法人顧客市場の開拓

税金の削減

9%インターネット、５G等の通信環境の充実

5%個人顧客市場の開拓

3%わからない

その他

地域貢献

 地方の求職者の中には「関東には行きたくないが、やりが
いある仕事やクリエイティブ系の仕事をしたい」というニーズ
もあり、大都市圏での人材獲得競争が厳しさを増す中、
賃金等の雇用条件や業務の内容が魅力あるものであれ
ば、地方移転が人材獲得に繋がる可能性があります。

 次に、従業員側のメリットとしては、地方移住後に従業
員の通勤時間が短縮されることで、通勤時のストレスが
軽減することや、家族と共に過ごせる時間が増え、子育
てに力を入れたり余暇を楽しんだりすることができるように
なることから、QOLの向上に繋がると考えられます。

 さらに、地域側にとっても、企業が地方に移転することで、
その地域の雇用や地方税の増収などにつながるほか、人
口流出に歯止めをかけ、経済を活性化することにつなが
ります。

 企業による地域貢献活動は、地域のためになることはも
とより、「社会貢献をしている会社」というイメージアップに
もつながり、ESG投資において近年企業に求められてい
る新しい価値の創造も可能です。

移転の前後の人材獲得の増減の状況

移転の前後の1人・日あたりの通勤時間の増減の状況

25.0%

20.0%

57.1%

23.1%

35.7%

23.1%

25.0%

26.7%

46.2%

43.8%

46.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1～100人 7.1%

7.7%101～300人

6.3%301～1000人

6.7%1001人以上

移転したからこその人材獲得*が継続的に進展
（*当地の大学・求職者等からの採用等）

分からない

移転したからこその人材獲得が1件はある

移転したからこその人材獲得は特にない

12.5%

13.3%

35.7%

25.0%

26.7%

15.4%

25.0%

33.3%

50.0%

69.2%

37.5%

26.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

7.1% 7.1%1～100人

7.7%

301～1000人

7.7%101～300人

1001人以上

もとの場所に比して30分/人・日以上の短縮

もとの場所に比して5分/人・日以上の延長

もとの場所に比して15～30分/人・日の短縮

もとの場所に比して5～15分/人・日の短縮

もとの場所と5分/人・日未満の差

分からない
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２．本社機能移転

 ２－３ 本社機能移転による効果を最大化する
ためのポイント

 移転によるオフィス賃料の増減

 今回の調査によると、本社事業所に所在する部
門・部署の移転の前と後で比較した場合の、オフィ
ス賃料全体※の単価を比べると、移転したことにより
オフィス賃料が増加したと回答した企業の割合が最
も高い結果となりました。

※移転した部門・部署だけではなく、移転していな
い部門・部署も含めた企業全体オフィス賃料

 他方で、同調査によると、オフィス単価が下がったと
の回答も１～３割程度ありました。特に、企業規
模が101～300人規模の企業では、全体の３割
の企業が移転後にオフィス賃料の削減につながった
と回答しており、さらに、移転前より５割以上の削
減につながったと回答した企業が約15％を占めるな
ど、一定のコスト削減効果が見られました。このよう
に移転がコスト削減につながる可能性も十分あると
考えられます。

 地方移転後の人材獲得

 特に地方への移転に当たっては移転先での人材確
保がポイントとなります。移転先で人材獲得を行っ
た事例においては、現地での採用や人材育成に関
して、地方部と東京で作業のスピードや業務への慣
れ方に違いがあったことから、スキルを獲得するため
のプラットフォームを整備し、従業員の自己研鑽の
支援を行うことで、業務に必要な人材を確保すると
いった取組を実施していました。このように、移転先
で採用した人材のスキル獲得の仕組みを作ること
で、人材確保につなげる取組も有効だと考えられま
す。

 また、他の事例では、業務をフルリモートに対応させ
ることで、いつでもどこでも勤務できる状態を作り、ほ
とんどの職種で地域を限定せずに採用を実施してい
るケースもありました。こうした取組により、コロナ禍を
経て増加しつつある、地元で働きたいという人材の
獲得にもつながると考えられます。

 業務効率化

 単に移転をするだけではなく、移転をきっかけに重複
する業務の整理、業務の非属人化を行うことで、
業務が効率化される可能性があります。

 移転に際して業務効率化を行った事例では、移転
をきっかけとして本社機能の業務改革、業務マニュ
アルの再整備、重複する業務の整理等を実施した
結果、業務効率化と人材の最適な再配置を実現
することができました。同時に、会社全体の販管コス
トの減少にもつながりました。このように、移転と合わ
せて業務を整理する方法も有効と考えられます。

 地方移転の際の意思決定

 地方への移転に当たっては、移転の意思決定が
ネックとなる場合があります。ある事例では、テレワー
クを一定期間実施することにより、リモートでの業務
運営が可能な状態かどうかを検証した上で、都心
部以外でも業務の実施が可能かどうかについて、試
行的に一部の機能を移転させることで１年程度か
けて検証し、実際に移転の可否を検討するといった
取組を実施していました。

 また、同様に他の事例でも地方への移転を複数回
に分けて実施し、１段階目で零細な機能の一部を
移転し、一定程度業務運営が可能かどうかを検証
した上で、コアとなる機能を移転させるケースもありま
した。

 このように、地方への移転にあたっては、試行的に一
部機能を移転し、段階的に移転を実施するといった
取組も参考になると考えられます。

 加えて、地方への移転に際して従業員の転勤が必
要になった事例では、転勤希望の確認や、転勤の
交渉が丁寧に行われていました。移転の決定はトッ
プダウンで行われることが多い一方で、実行に際して
は社内の調整を丁寧に行うことが重要になります。

15.4%

7.7%

12.5%

21.4%

6.3%

6.7%

35.7%

15.4%

12.5%

33.3%

28.6%

23.1%

43.8%

46.7%

30.8%

18.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6.7%

7.1%

7.1%1～100人

7.7%101～300人

6.3%

301～1000人

6.7%

1001人以上

もとの場所に比して5割以上の割引

もとの場所に比して2～5割の割引

もとの場所に比して1～2割の割引

もとの場所に比して1割以上の単価増

もとの場所と1割未満の差

分からない

本社事業所に所在する部門・部署の移転の前と後で比較した
場合の、オフィス賃料全体の単価（円/㎡）の増減の状況
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３．リモートワークや本社機能の地方移転に関連する支援策

分類 施策名 施策内容 活用目的
担当省庁等
（URLは施策の

HP）

情報支援・

相談対応

地方創生テ

レワーク推進

事業

地方への移転や社員の移住等を伴う「地

方創生テレワーク」の導入に向けて、サテライ

トオフィス利用、社内制度の整備等に関す

る相談対応やセミナーを実施

「地方創生テレワーク」の実

施に当たり、経営層や社内

への理解促進、取組推進

に活用可能な支援策

内閣府
https://www.chisou.

go.jp/chitele/index.

html

相談対応

テレワーク・ワ

ンストップ・サ

ポート事業

テレワークを導入する上で、多くの企業等に

共通して課題となるICT（情報通信技

術）と労務管理の双方をワンストップで相

談できるテレワーク相談センターをはじめ、全

国各地に地域窓口を設置

また、企業等からの要望に応じ、専門的知

識を有するテレワークマネージャーが具体的な

導入支援を行うコンサルティングを実施

テレワーク導入を検討中の

企業において活用可能な

支援策

総務省

厚生労働省

補助金
地方創生移

住支援事業

東京23区に在住または通勤する方が、東

京圏外へ移住し、起業や就業等を行う場

合に移住支援金を支給

東京での仕事をテレワークに

より続けながら、自己の意

思により移住する場合に活

用可能な支援策

内閣府
https://www.chisou.

go.jp/sousei/ijyu_sh

ienkin.html

補助金
IT導入補助

金

中小企業・小規模事業者等の労働生産

性の向上を目的として、業務効率化やＤ

Ｘ等に向けたITツール（ソフトウェア、アプリ、

サービス等）の導入を補助

中小企業・小規模事業者

等の労働生産性の向上を

目的として、業務効率化や

ＤＸ等に向けたITツール

（ソフトウェア、アプリ、サー

ビス等）を導入する場合に

活用可能な支援策

中小企業庁

補助金

人材確保等

支援助成金

（テレワーク

コース）

テレワークを導入する中小企業が、テレワーク

用通信機器等を購入したり、就業規則を

作成・変更したりする際の費用の一部を助

成

中小企業において制度とし

てテレワークを導入する際に

活用可能な支援策

厚生労働省
https://www.mhlw.

go.jp/stf/seisakunit

suite/bunya/telewo

rk_zyosei_R3.html

税制
中小企業経

営強化税制

中小企業等経営強化法の認定を受けた

経営力向上計画に基づき、一定の設備を

取得や製作等した場合に、即時償却又は

取得価額の10％の税額控除（資本金の

額等が3,000万円超1億円以下の法人は

7％）が選択適用できるもの

業務のデジタル化（テレワーク等）を促進

するために、遠隔操作、可視化、自動制御

化のいずれかを可能にする投資計画を達成

するために必要不可欠な設備も対象

中小企業におけるテレワーク

を含む業務のデジタル化を

実施する際に活用可能な

支援策

中小企業庁

税制
地方拠点

強化税制

地域再生法に基づく地方活力向上地域

等特定業務施設整備計画の認定事業者

が、東京23区から地方移転または地方拠

点を拡充する場合、建物等の取得価額や、

新たに従業員を雇い入れる場合の増加数

に応じて、法人税の税額控除等を行う。

本税制以外にも、日本政策金融公庫の融

資制度等を措置。一部の地方公共団体で

は固定資産税等の減免措置を実施。

オフィス・研究所・研修所を

移転または拡充した場合、

法人税の減税等の優遇措

置を活用可能

内閣府
https://www.chisou.

go.jp/tiiki/tiikisaisei

/sakusei.html

※掲載情報は、2023年7月時点のものです。最新の情報については各省庁のHP等をご参照ください。
※自治体独自の補助制度等については、所在地の自治体のHPをご参照ください。

https://www.chisou.go.jp/chitele/index.html
https://www.chisou.go.jp/sousei/ijyu_shienkin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/sakusei.html
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＜コラム＞リモートワーク・本社機能の地方移転の事例 ①

オフィス環境の見直し
出社一人あたりスペースを

1.5倍に拡大、
アイデア創出・共創の場を充実

（2022年度～）

 NTT

 NTTグループは、afterコロナの時代を見据えて、さまざま
な業務変革やDXを推進するとともに、さまざまな制度見
直しやIT環境の整備を進めることで、リモートワークを基
本とする新しいスタイルへの変革を図っています。

 コロナの感染防止対策をきっかけとして、「分散型ネット
ワーク社会を目指していくことがNTTのミッションである」と
いう思いから、トップダウンの意思決定によりリモートワーク
を基本とする経営スタイルを導入しました。

 リモートワークの推進に当たって、設備・環境整備を進め
るとともに、リモートワークの条件を拡充するなど人事制度
の改革や、リモートワーク下でもコミュニケーションが活性
化するようハイブリットワークを指針とするなど工夫をも行
いました。

 また、リモートワーク運用を1年間実施する中でリモートで
の業務は充分可能と判断し、新しい経営スタイルの検討
が始まり、その中ではレジリエンス向上も考慮した本社機
能の一部分散も試行的に進めることとなりました。

（2022年10月～）
群馬県高崎市及び京都
府京都市に組織（本
社・間接部門等）の分
散拠点を設置（社員約
200名が対象）

（2022年7月～）
３～４万人の社員を対
象に、新たに日本全国どこ
からでもリモートワークによ
り働くことを可能とする制
度（リモートスタンダード）
を導入

 リモートワークの推奨

在宅勤務（回数制限あり）

通勤費（固定払い）

在宅勤務時の手当無し

フレックス（コアタイム有）

リモートワーク（回数制限なし）

通勤費（実績払い）

リモートワーク手当の新設

スーパーフレックス（コアタイム無）

今後の取組み・直近の成果

転勤・単身赴任不要
リモート前提社員の採用
（2022年度～）

組織（本社・間接部門
を含む）を地域へ分散
（2022年度～）

サテライトオフィスの拡大
（2022年度末時点で

500拠点以上）

オフィス環境の見直し
出社一人あたりスペースを

1.5倍に拡大、
アイデア創出・共創の場を充実

（2022年度～）

これまでの制度見直し

 Yahoo! JAPAN

 Yahoo! JAPAN（ヤフー株式会社）は2014年に、オ
フィス以外も含め、働く場所を自由に選択できる「どこでも
オフィス」というリモートワークの制度を設けました。2020
年には月5回までという制限を解除して無制限とするなど、
時間と場所に捉われない「新しい働き方」を推進していま
す。

 2022年4月1日より、「どこでもオフィス」を拡充し、社員
約8,000人がそれぞれの事情にあわせた働き方をこれま
で以上に柔軟に選択できるよう、通勤手段の制限などを
緩和し、居住地を全国に拡大しました。

 制度の拡充後、2022年8月には、130名以上の社員
が飛行機や新幹線での通勤圏へ転居したことや、東京
オフィス所属の社員のうち約400名が一都三県以外の
地域へ転居し、社員それぞれがウェルビーイング（幸
福）を向上しパフォーマンスを最大化できる場所や環境
を選択していることがわかりました。さらに、中途採用の応
募者数が1.6倍に増加。中でも一都三県以外の地域か
らの応募が増加し、6月には応募総数の35％になりまし
た。

 居住地の選択肢を拡大

• 働く場所に制限なし。居住地は出社指示が
あった際に午前11時までに出社できる範囲に
限定

→ 日本国内であればどこでも居住可に

 通勤手段の制限を撤廃

• 電車や新幹線、バスのみ

→ 特急や飛行機、高速バスでの出社も

可能に

 交通費の片道上限を撤廃

• 交通費の上限は、片道6,500円／日、15万
円／月

→ 片道上限の6,500円／日を撤廃

 「どこでもオフィス手当」の増額

• 「どこでもオフィス手当」を1,000円増額し、毎
月最大10,000円の補助（どこでもオフィス手
当5,000円+通信費補助5,000円）を支給

 希望者へのタブレット端末の貸与

• 希望する正社員に対し、業務用PCとは別に
新たにタブレット端末を貸与

• 社員の業務スタイルやニーズにあわせて最適な
デバイスを選択可能

 懇親会費の補助

• コミュニケーションの活性化を目的に、社員間で
行われる懇親会の飲食費用を、1人あたり
5,000円／月まで補助

＜対象＞
全国の正社員、契約社員、嘱託社員 約8,000名

新制度の概要 ※2022年時点
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 コロナ禍による従業員の通勤時間等ワークライフバラ
ンスの見直し

 創業地・長崎での事業展開推進

＜コラム＞リモートワーク・本社機能の地方移転の事例 ②

 ジャパネットホールディングス

 ジャパネットホールディングスは、コロナ禍における従業員
のワークライフバランスの見直しを契機として、2020年に
人事、経理、経営管理といったホールディングス機能を東
京都から福岡市に移転しました。

 創業地・長崎県での事業展開にあたり、多彩な人材確
保が可能で、首都圏と比較して通勤時間短縮されること
が決め手となり福岡を選択しています。

 採用の応募数が増加し、現地で優秀な人材を150
名採用。「九州・福岡から離れたくないが、やりがいの
ある仕事をしたい」、「フルタイムは難しいがビジネスの
一線に戻りたい」というニーズが求職者にはあった。

 地方への貢献という社会課題解決によって、企業価
値を発揮し他社と差別化を図ることができた。

移転の効果

移転の契機

 以下の細かな課題・障壁はあったものの、移転を遂
行するのに大きな課題はなかった。

• 各社員の移転有無の管理・調整や、一部メン
バーに対して転勤を交渉する作業。

• 移転者に移転先の業務や体制に慣れてもらう
こと。

• 現地採用した人材で移転前と同じクオリティで
業務をこなすための現地採用人材の育成。

移転時の課題

移転先ビル「天神ビジネスセンター」

 IDホールディングス

 IDホールディングスは、セキュリティ、システム基盤開発構
築、ソフトウェア開発、システムの運営管理等に携わって
おり、2020年から２年かけて東京から鳥取県米子市へ
一部機能を移転しました。

 2020年7月に新プロジェクトが立ち上がり、そのプロジェク
トの中で、コロナ禍で浮き彫りになった東京への本社機
能の一極集中によるリスクを分散することを目的として、
本社機能のうちほぼすべての部署の一部の機能（人
事、経理、総務、経営企画、採用、情報システム、営
業事務、購買等）、及びグループ事業会社の契約事
務の移転を検討することになりました。

 移転をきっかけに重複する業務の整理、業務の非属
人化を行い、業務が効率化されたほか、それによる人
材の最適な再配置を実現することができた。

 採用面では、東証一部上場の企業で働くことを希望
する地方の人材の採用に繋がった。

 賃料の削減につながった。

 以下の従業員側のメリットも実感。

• 会社の近くに住むことができるため、時間的な
余裕が生まれた。残業時間の削減にもつな
がった。

• 電車通勤ではなく、歩いて出勤することも可能
になり、通勤ストレスの軽減につながった。

• 都心部と比べ、人口も少ない上に、車社会で
あるため、人と接触する機会が減少し、コロナ
の不安が軽減された。

移転の効果

 トップダウン型の意思決定で迅速に移転を決定。

 本社機能をただそのまま移転するのではなく、移転を
きっかけとして本社機能の業務改革、業務マニュアル
の再整備、重複する業務の整理等を実施。

移転時のポイント

 移転の1ステップ目として、2020年に10月、本社機
能のうち特に零細な業務を移転。

 ある程度機能することが確かめられた段階で、移転の
2ステップ目として、経理・人事等のコア業務を移転。

 2年間かけて移転をした中で、2年目には経理・人事
等のコア業務に携わる人員の採用を実施。現在は、
東京での機能が止まったとしても企業全体では、機能
を継続できる状態に。

移転時の流れ


